
U-14 ヤングバレーボールクラブ「長岡ガッツ」  

クラブ内規約  

第1条 (名称・目的)  

U-14 ヤングバレーボールクラブ「長岡ガッツ」(以下本クラブという)は、バレーボールを通じて健全な

心身の維持育成と親睦また、競技力向上、バレーボールの発展普及を目的とする。           

（新潟県ヤングバレーボール連盟並びに長岡市バレーボール協会の主旨に則る） 

第2条 (所在地)  

長岡市バレーボール協会と同様の所在地に置く。 

第3条 (運営)  

本クラブの運営は、長岡市バレーボール協会の下部組織として、長岡市バレーボール協会員 1 名を

責任者とし、第 15 条に定める人員にて行う。  

第4条 (入会 )  

本クラブへの加入は、LINE 公式より申し込むものとする。本クラブ責任者もしくは代理者が申し込みを

確認したことをもって、入会したものとする。 

第5条 (会費)  

会費は、月会費とし、入会申し込み日当月より月 5,000 円を支払うものとする。入会申し込み日が当月

21 日から月末までの場合は、翌月より会費を支払うものとする。支払いは登録選手が、中学 3 年生の

11 月分までとする。尚、物価の高騰、経済情勢の変動により会費が不相当となった場合、金額を変更

する場合がある。金額を変更となる場合は、事前に本クラブより通達するものとする。  

第6条 (退会の届出)  

退会は、当月 20 日までに LINE 公式にて申し込むものとする。または、口頭にて責任者もしくは代理者

へ申し込むものとする。申し込み日が 21 日から月末までの場合は、翌月分の会費を支払うものとす

る。  



第7条 (受講資格)  

本クラブを受講可能者は、中学 3 年生以下とし、スポーツを行うのに適した健康状態にある者とし、本

クラブの目的を理解し、規約遵守できる者に限る。  

第8条 (受講者の遵守義務)  

本クラブ内では、受講者全員に本クラブが定めたスポーツ保険に加入するものとする。また、第 15 条

に定める人員の指示に従い、エチケット及びマナーを守り、他の受講者に迷惑をかけないようにしなけ

ればならない。健康管理に十分注意し、各自の責任において参加お願いする。  

第9条 (受講資格の取り消し)  

本クラブ名誉を著しく毀損した受講者、および本クラブの諸規定に違反した受講者については、その資

格を取り消す場合がある。 

第10条 (開講制限)  

天災、災害、疫病、法令の改廃、経済情勢の変動、本クラブの改編、補修点検、研修等、やむを得ない

事由が発生した場合、本クラブは練習などを制限することがある。 本規約の改廃、変更については第

15 条に定める人員にて決定し、その効力は全受講者に及ぶものとする。  

第11条 (免責事項)  

本クラブの受講者は、本クラブの活動場所への往来を含めたクラブ開講中に起きた障害・怪我等の事

故については、当クラブにて入会したスポーツ保険を適用するものとする。なお、盗難、疾病、その他

不慮の事故においては、一切の損害賠償の責任を負い兼ねる。 但し、遠征等により、スタッフもしくは

保護者等が自家用車を利用して送迎をする場合は、万が一、事故を起こした場合は、運転手本人の

車両保険の適用範囲のみを適用するものとし、適用範囲外については、運転をしたスタッフ及び保護

者は責任を負わない。本条に同意できない保護者は、自費で活動場所まで送迎を行うものとする。 

 

第12条 (個人情報の取り扱い)  

個人情報は、イベント情報や利用の案内の連絡、利用登録名簿並びにスポーツ保険加入に利用する

ものとする。その他の目的で使用する場合は事前に本クラブより通達する。 

  



第13条 (肖像権の取り扱い)  

本クラブの加入者は、本クラブの事業活動・広報活動等のために、写真・動画・画像等を使用して制作

するホームページ、 インターネット、イベント、SNS 等に使用することを同意したものとする。  

 

第14条 （収支管理） 

別途定める「長岡ガッツ 収支管理規程」に基づくものとする。 

 

第15条 （運営人員） 

責任者：受川 誠一郎（長岡市バレーボール協会員・バレーボールコーチ資格保有者）         

監督（責任者代理人）：中村 将一郎（長岡市バレーボール協会員・バレーボールコーチ資格保有者）

コーチ：池田 雄（バレーボールコーチ資格保有者）                                                     

コーチ：青柳 夏海人                                                    

コーチ：河田 和樹                                                    

コーチ：貝瀬 優樹                                                    

コーチ：神田 侑菜                                                    

コーチ：川端 智也                                                    

コーチ：豊増 汰一                                                     

第16条 （細則） 

本規定に定めのない事項は、第 15 条で定める運営人員にて都度協議し、規定規則として追加または

削除していく。 

この規約は 2023 年 4 月 1 日から施行する。  

 

制定：2023 年 4 月 1 日                                              

改定：2026 年 1 月 1 日 



長岡ガッツ入会の保護者様へ 

ご入会いただき、ありがとうございます。最後まで、ご一読ください。  

 

◆クラブ入会後には、連絡アプリ「band」を登録していただきます。band アプリ内にて、スケジ

ュール及び出欠連絡をいたします。 

◆ クラブ休講・再開や天候不良等、クラブ活動開催の有無が疑わしい場合、 band または

LINE、および instagram にて掲載いたしますので、必ず確認して下さい。個別での電話連絡

は致しませんので、ご了承ください。 なお、参加人数が 3 名未満の場合は、休講とさせてい

ただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

◆入会後に、当該年度が有効のスポーツ保険に加入します。（運営人員にて加入手続きを行

います。）また、チーム T シャツも配布いたしますので、採寸をさせていただきます。 

◆送迎のご負担があるとは存じますが、休日時間等の指定時間がない場合、練習開始 15

分程度前にお集まりいただき、ネット設営等の準備を行えるようお願いいたします。 

◆ 受講料は月謝制となります。月謝に上述のスポーツ保険およびチーム T シャツ代を含み

ます。各月の教室実施日数に応じて月謝を現金にてお支払いをお願いします。 ご自身の都

合で欠席される場合の受講料の割引・返金はできません。  

◆ 退会などについて 

・退会の場合は退会予定当月の 20 日までにお申し出ください。                

(例:4 月末退会→4 月 20 日締切)  

※退会の申請が期日までになく、お届けが未提出の場合、翌月の受講料が発生いたします。  

 


